
                            

 

 
 

 

まんのう町合併浄化槽補助金のご案内 
 

まんのう町では、し尿と生活雑排水を併せて処理する家庭用合併浄化槽を設置する場合に、補助金制度があ

りますのでご利用ください。ただし、合併浄化槽からの据替は補助対象外となります。 

●申請に必要な書類は、町ホームページからダウンロードしてください。 

●様式や手続については、年度の途中で改正される場合があります。最新の情報については、町ホームページ

でご確認ください。 

 

 対象となる方 （次の全てに該当する必要があります。） 

① 町内の専用住宅（小規模店舗などを併設した住宅を含む。）に合併浄化槽を設置する個人で、町内在住者若

しくは町内在住予定者の方。ただし、販売及び賃借を目的とする専用住宅を設置する者は除く。 

② 町税の滞納がない方（町税完納証明書は、交付申請書に添付して提出してください。まんのう町外から転

入してくる場合は、町税完納証明書を提出する必要はありません。） 

③ 暴力団員等でないこと （まんのう町補助金等交付規則第４条の２各号のいずれにも該当しないこと） 

 対象区域  

 下水道及び農業集落排水の事業認可区域外 

 補助金額 

  

住宅の延べ面積 槽の大きさ 補助限度額 

延べ面積≦140（平方メートル） 5人槽 450,000円 

140（平方メートル）＜延べ面積 7人槽 650,000円 

2世帯住宅 10人槽 850,000円 

 ※香川県では、地域の実情（平均延べ面積や世帯人員）を考慮し、住宅の延べ面積が140 平方メートル 

以下であれば5 人槽としています。 

 事業の完了期限 

① 補助対象者は、令和８年 1 月３１日までに補助事業を完了しなければなりません。 

② 補助対象者は、上記期限までに補助事業を完了することができないときは、あらかじめ町長に届け出て、

その承認を受けなければなりません。 

 実績報告書の提出期限（設置後、速やかに提出してください。） 

 補助対象者は、補助事業の完了後１ヶ月以内又は当該年度の2 月27 日のいずれか早い日までに、実績報告

書を提出してください。 
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 手続きの流れ 
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補助金申請書の町 
到達日の翌日から 
交付決定までの標 
準処理期間は平日 
の 7 日間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定 
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必 要 書 類  

 

〇補助金交付申請書（様式第１号） 

〇浄化槽設置届出書の写し（２部提出） 

〇建築確認済証の写し（建築確認を伴うもの） 

〇設置場所位置図、浄化槽の配置配管図、縦断面図 

〇浄化槽設置費の見積書の写し 

〇工事設計書、設置設計書 

〇浄化槽工事請負契約書の写し 

〇保証登録証 市町村用 

〇登録浄化槽管理票（C票） 

〇登録証 

〇浄化槽認定シート 

〇浄化槽設備士免状の写し 

〇浄化槽施工技術特別講習会修了証の写し 

〇二次製品の底版を使用する場合は、使用承認願 

〇専用住宅を借りている者にあっては、土地所有者 

の承諾書 

〇誓約書 

〇法務局交付の１４条地図若しくは役場税務課に備え 
 ている公図の写し※浄化槽の設置場所を示しその 
地番に地目、登記名義人（納税義務者でも可）を記 
載） 

〇補助対象者の町税完納証明書（３ヶ月以内に発行さ 

れたもの）コピー不可 

〇債権者登録申出書（すでに登録している方は必要あ 

 りません。） 

 

補助金交付決定通知書 

※ 再発行いたしませんので、大切に保管してください。 

 

計画を変更・中止する場合は手続きが必要です。 

 

 

〇実績報告書（様式第５号） 

実績報告書の最終提出期日 令和８年２月２７日 

  〇工事費請求書又は領収書の写し 

  〇浄化槽保守点検業務契約書の写し 

  〇浄化槽清掃業務契約書の写し 

  〇浄化槽検査申込書（７条検査兼１１条検査）の写し 

  〇工事施工チェックリスト 

  〇竣工図（浄化槽の配置配管図及び縦断面図） 

※それぞれ２部提出 

  〇工事写真 ※指定工事写真１０枚＋竣工写真２枚 

〇中間検査書 

〇補助金交付請求書（様式第７号） 

〇単独からの転換の場合は浄化槽を撤去して廃止届の 

申 請 者 

 

 

補助金交付申請 

 

※ 郵送の場合、簡易書留等必

ず到着日が確認できる方法

で、送付してください。 
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交付決定後 

工事着工（引き渡し） 

※ 令和8年1月31日 

までに工事を完了す 

ること 

浄化槽保守点検業契約 

の締結 

浄化槽清掃業務契約の 

締結 

浄化槽設置者講習会の 

受講 

 

 

 

補助金実績報告 

 

 



 

 

香川県浄化槽協会へ 

完了検査を依頼 

  （約1か月） 

 

 

 

 

 

 

 

補助金額確定 

 

  （約1か月） 

 

補助金の支払 

 

 

写し 

〇浄化槽設置者講習会の修了証の写し 

〇町外から転入してくる補助対象者の住民票の写し 

（３ヶ月以内に発行されたもので、まんのう町に転入 

したことが分かるもの）コピー不可 

  〇その他町長が必要と認める書類 

               

 

 

 

 

 

補助金交付額確定通知書 
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口 座 振 込 

 
 

  提出・問い合せ先 

〒766-8503 まんのう町吉野下４３０番地 

まんのう町役場 住民生活課 

電話： ０８７７-７３-０１２３（直通） 
 


